
藤沢駅前街区まちづくりガイドライン適合認定等要綱細則 

 

令和５年４月１日制定 

 

第１条 藤沢駅前街区まちづくりガイドライン適合認定等要綱（令和５年４月

１日施行。以下「要綱」という。）第２条第１項第８号に規定する担当課は、

都市整備部藤沢駅周辺地区整備担当とする。 

２ 要綱第２条第１項第９号に規定する支援課は次のとおりとする。 

（1）経済部 産業労働課 

（2）計画建築部 建築指導課 

（3）計画建築部 都市計画課 

（4）都市整備部 藤沢駅周辺地区整備担当 

 

第２条 要綱第４条第３項に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。 

（1）建て替え等構想届出書（様式１） 

（2）次に掲げる図書 

図書の種類 明示する内容 

案内図 敷地の位置 

方位、道路及び目標となる地物を示す 

建て替え等構想概要 建て替え計画のコンセプト及び想定する地域貢献

等について、模式図等を用いて説明する資料を作成

すること。 

建て替え等構想図 配置図・主要階平面図・立面図 等 

（リニューアル工事の場合、平面図には、当該工事

内容とその範囲を示すこと） 

地域貢献調書（建て

替え等構想） 

（様式２） 

建て替え等構想において想定する地域貢献につい

て記載する。 

地域貢献の内容を補足説明する図面等がある場合

は添付すること。 

（3）代理者が届出を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する

書類又はその写し 

（4）その他市長が必要と認めるもの 

２ 要綱第４条第１項の届出は、前項第１号の届出書の正本及び副本に、それぞ

れ、前項第２号から第４号に掲げる図書又は書類を添えて、担当課に提出して

行うものとする。 

 

第３条 要綱第６条第５項に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。 

（1）藤沢駅前街区まちづくりガイドライン適合認定申請書（様式３） 

 

 

 

 

 



（2）次に掲げる図書 

図書の種類 明示する内容 

案内図 敷地の位置 
方位、道路及び目標となる地物を示す 

建て替え計画概要 建て替え計画のコンセプト及び想定する地域貢献
等について、模式図等を用いて説明する資料を作成
すること。 

建て替え計画図 配置図・平面図・立面図・イメージパース 等 

地域貢献評価書（適

合認定）（様式４） 

建て替え計画において想定する地域貢献について
記載する。 
その他、必要に応じ、地域貢献の内容が分かる図面

や資料等を添付すること。 

誓約書 要綱第１３条第１項に定める適合認定基準に適合
するよう施設の維持管理を行う旨の誓約書 

（3）代理者が届出を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する

書類又はその写し 

（4）その他市長が必要と認めるもの 

２ 要綱第６条第１項の申請は、前項第１号の申請書の正本及び副本に、それぞ

れ、前項第２号から第４号に掲げる図書又は書類を添えて、担当課に提出して

行うものとする。 

 

第４条 要綱第７条第２項に規定する別に定める地域貢献の評価基準は、別表

のとおりとする。 

 

第５条 要綱第８条に規定する適合認定の適否を決定した旨の通知は、藤沢駅

前街区まちづくりガイドライン適合認定適否決定通知書（様式５）に、当該適

合認定申請書の副本及びその添付図書又は書類を添えることにより行うもの

とする。 

 

第６条 要綱第１０条第１項に規定する届出は、建て替え事業者等が、軽微な変

更届（様式６）を担当課に提出して行うものとする。 

 

第７条 要綱第１１条第２項に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。 

（1）建て替え工事の着手届（様式７） 

（2）次に掲げる図書 

図書の種類 明示する内容 

建て替え計画図 配置図・平面図・立面図 等 

地域貢献の実施概要 建て替え計画において実施する地域貢献の内容に
ついて記載する。 
その他、必要に応じ、図面や資料等を添付すること。 

工程表 着手から完了までのスケジュール 



（3）代理者が届出を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する

書類又はその写し 

（4）その他市長が必要と認めるもの 

２ 要綱第１１条第１項の届け出は、前項第１号の着手届の正本及び副本に、そ

れぞれ、前項第２号から第４号に掲げる図書又は書類を添えて、担当課に提出

して行うものとする。 

 

第８条 要綱第１２条第３項に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。 

（1）建て替え工事の完了届（様式８） 

（2）次に掲げる図書 

図書の種類 明示する内容 

地域貢献の実施概要 建て替え計画において実施した地域貢献の内容に

ついて記載する。 

その他、必要に応じ、図面や資料等を添付すること。 

写真 建て替え計画において実施した地域貢献の内容が

分かるもの 

（3）代理者が届出を行う場合にあっては、当該代理者に委任することを証する

書類又はその写し 

（4）その他市長が必要と認めるもの 

２ 要綱第１２条第１項の届け出は、前項第１号の完了届の正本及び副本に、そ

れぞれ、前項第２号から第４号に掲げる図書又は書類を添えて、担当課に提出

して行うものとする。 

 

第９条 要綱第１２条第２項に規定する適合認定基準に適合していることを確

認した旨の通知は、建て替え工事完了確認通知書（様式９）に、当該完了届の

副本及びその添付図書又は書類を添えることにより行うものとする。 

 

第１０条 要綱第１３条第２項に規定する報告は、毎年１月１日から同月３１

日までの間に、認定民間施設の所有者が、認定民間施設の適合性に係る定期報

告書（様式１０）を担当課に提出して行うものとする。 

 

第１１条 要綱第１３条第６項に規定する届出は、新たに認定施設の所有者と

なった者が、所有者変更届（様式１１）を担当課に提出して行うものとする。 

 

第１２条 要綱第１４条第２項に規定する適合認定を取り消した旨の通知は、

藤沢駅前街区まちづくりガイドライン適合認定取消し通知書（様式１２）によ

り行う。 

 

附 則 

この細則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 



（別表） 

基準 地域貢献 
 

必須項目 

 

右欄の地域貢献

は、必ず取り組む

こと。 

※「・」の項目に

ついては、本ガイ

ドラインを踏まえ

た取組に対する考

え方を記載するこ

と。 

〇にぎわい・交流施設の整備（1,000㎡以上） 

 （店舗・飲食店・劇場・スポーツの練習場・オフィス等） 

〇原則、住宅用途並びに「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法

律」第 2 条第 1 項及び第 5 項に掲げる用途を含まない 

〇駅前広場・デッキに面した商業機能の配置 

〇現在の敷地設定からの分割をしない 

〇デッキ空間（有効幅員 2ｍ以上）の整備（南口） 

〇高さ 80ｍ以下 

〇敷地内又は近隣駐車場での荷捌きの実施 

〇CASBEE かながわのＢ＋ランク又は BELS 認証の３つ星の取得 

・地域資源との関係に考慮した意匠面の工夫（エリアデザインの考え方） 

・より質の高いバリアフリー・ユニバーサルデザインの導入 

・エリアマネジメントの展開 

・カーボンニュートラルなどに向けた環境負荷低減への幅広い貢献 

・気候変動適応策など、地域防災への幅広い貢献 

基準 地域貢献 点数 
 

選択項目 

 

右欄の地域貢献を

選択して取り組み、

次の点数を得るこ

と。 

「合計 3点以上」 

 

ただし、高度利用

地区による容積率

の最高限度の緩和

において、にぎわ

い・交流施設の設

置による 200%の加

算を受ける場合は

5点以上とする。 

※「△」の項目は、

高度利用地区指定

基準において、別

に容積率緩和の対

象となる場合は除

く。 

〇買い物支援等の子どもの一時預かり機能の導入 1 点 

〇共同化、大街区化 2 点 

△壁面後退等による歩道状の空地、広場空間の確保 1 点 

〇高層部の駅前広場からの壁面後退（10ｍ以上） 1 点 

〇高さ 50ｍ以下 2 点 

△デッキとの接続及び一般利用可能な昇降施設の整備 

（始発～終電程度） 1 点 

〇「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」整備基準への適合 1 点 

〇屋上庭園の導入（100㎡以上） 1 点 

〇共同荷捌き場の整備 1 点 

〇より質の高い自転車等駐車場の整備 1 点 

〇「藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」で定める緑化基準
以上の緑化（＋5％以上） 1 点 

〇CASBEE かながわのＡランク以上の取得（太陽光発電設備等の設置） 1 点 

〇BELS認証の４つ星以上の取得（太陽光発電設備等の設置） 1 点 

〇一般利用可能な喫煙場所の整備（50㎡以上） 1 点 

△帰宅困難者の受け入れスペースの確保（350 ㎡以上＋協定締結） 1 点 

〇「藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例」の雨水
貯留施設等の貯留基準以上の対策（＋35％以上） 1 点 

〇その他、交通や環境、防災など先端的な技術の活用による他の民間
施設を先導する機能の導入 1 点 

 


